
令和８年４月 時津町農業委員会総会 

 

１．日 時 令和８年４月２７日（月曜日）１０時～１０時１５分 

２．場 所 時津町役場第二庁舎３階会議室  

３．参加者         

   ○農業委員（１０名） 

        １番 朝長 克二     ２番 吉川 博美     ３番 坂本 敬治 

    ４番 小嶌 栄一（欠席） ５番 髙橋 達男     ６番 溝上 勝也 

    ７番 池田 稔      ８番 濵田 信      ９番 渡辺 洋一 

   １０番 水口 直喜    １１番 辻 文美 

   ○農地利用最適化推進委員（３名） 

     １番 岳田 稔人     ２番 溝上 直美     ３番 植田 秀之 

   〇事務局（２名） 成富 義徳  一瀬 良平 

４．議 事 

日程第１ 議事録署名人の指名について  ９番 渡辺 洋一  １０番 水口 直喜 

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号１－２号） 

日程第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知(受付番号１－１号) 

 報告第２号 非農地通知証明願(受付番号１－６７号) 

 報告第３号 非農地通知証明願(受付番号１－６８号) 

 

 

 

 

 

 



議事録 

○議 長 

 

 

 

 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

皆さん、おはようございます。本日の出席委員は農業委員１０名、推進委員３名で

あります。会議規則第７条の規定の定数に達しておりますので、これより令和８年４

月農業委員会総会を開催いたします。日程第１、議事録署名人の指名を行います。議

事録署名人は会議規則第１４条の規定に基づき、９番渡辺委員、１０番水口委員を指

名いたします。日程第２、議案第１号について事務局は説明をお願いします。 

議案第１号について説明いたします。１ページをご覧ください。農地法第３条の規

定による許可申請です。譲受人は西時津郷〇〇、〇〇さん、譲渡人は日並郷○○、○

○さん、農地は西時津郷〇〇、地目は畑、地積は１４１㎡、市街化区域内の第３種農

地です。売買による所有権の移転で設定期間は永久です。申請理由は、譲渡人は高齢

かつ後継者がいないため、譲受人は農業の規模拡大のためです。農作業従事者は２名

で従事日数は合計２５０日、借入後の譲受人経営面積は３，４９２㎡です。２ページ

以降は許可申請書と添付書類です。４ページをご覧ください。譲受人の作付予定作物

は上段１－２（１）のとおりです。今回取得する農地１４１㎡にはアボカドを作付予

定です。農作業従事者数は（３）をご覧ください。経営主である本人と世帯員１名の

２名です。詳細は５ページ中段の４をご覧ください。本人と妻の２人で、あわせて年

間２５０日農業に従事します。次に６ページをご覧ください。上段の「６周辺地域と

の関係」は隣接する農地は本人所有のため周辺農地への影響はありません。下段の

「７地域との役割分担の状況」は周辺農家と協力して共同利用施設の取り決めや獣害

被害対策を行うこととしています。７ページをご覧ください。「農地法その他の農業

に関する法令の遵守状況」ですが、関係法令の違反はありません。８、９ページは位

置図です。〇〇の南東側、○○の南西付近の農地で本人の自宅と○○に挟まれた農地

です。１０ページは現況写真です。議案第１号の説明は以上です。 

議案第１号についてご質問、ご意見はありませんか。無いようでしたら議案第１号

に賛成の方の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって議案第１号は許可相当と
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〇議 長 

 

 

することといたします。日程第３、報告事項が３件あります。事務局は説明をお願い

します。 

報告事項について説明いたします。まず、報告第１号ですが１３ページをご覧くだ

さい。農地法第１８条第６項の規定による通知、賃貸借契約の合意解約です。賃貸人

は西時津郷○○、○○さん、賃借人は長与町斉藤郷○○、○○さん、農地は西時津郷

○○、地目は畑、面積は１，５９５㎡です。農地法第３条により令和３年８月１日か

ら５年間の賃貸借契約を締結していましたが双方合意の上で解除した旨の通知があっ

たものです。合意解約の成立日は令和８年３月２６日、土地の引き渡しは令和８年３

月３１日です。１４ページは位置図ですが、該当農地は○○の北側付近です。 

次に報告第２号ですが１６ページをご覧ください。非農地通知証明願です。申請

者、所有者は野田郷○○、○○さん、農地は野田郷○○、地目は畑、面積は９０２㎡

です。こちらは平成２８年１０月１３日付で非農地通知を発出していましたが、紛失

したため、証明願を提出するものです。申請書提出日、証明日は令和８年３月２３日

です。農地は○○の北東付近です。 

次に報告第３号ですが１８ページをご覧ください。非農地通知証明願です。申請

者、所有者は野田郷○○、○○さん、農地は野田郷○○、地目は畑、面積は５６６㎡

です。こちらは平成２８年１０月１３日付で非農地通知を発出していましたが、紛失

したため、証明願を提出するものです。申請書提出日、証明日は令和８年３月２３日

です。農地は○○沿いの○○の北側付近です。以上で報告事項の説明を終わります。 

報告事項についてご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、報告を終わ

ります。以上を持ちまして、本日の総会は閉会します。次回の総会は５月２５日

（月）午前１０時から第二庁舎２階会議室で開催します。 

 


